
入   札   公   告 
 
 

次のとおり一般競争入札を実施します。 
令和８年６月２９日 

 
 支出負担行為担当官            

   山口県警察会計担当官  秋本 泰志    
 
 
１ 契約担当者等の官職及び氏名 

支出負担行為担当官 
山口県警察会計担当官  秋本 泰志 

 
２ 入札に付する事項 

次に掲げる工事の請負 
(1)  工事名 

山口県警察学校体育館空調設備工事 
(2) 工事場所 

山口県山口市仁保下郷 地内 
(3)  工事概要 

   警察学校体育館の空調設備設置工事 
(4)  工期  

令和８年８月１５日から令和９年２月１０日まで（１８０日間） 
３ 入札参加資格 

入札に参加できる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 
(1) 予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。 

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同
意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

(2) 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 
(3) 令和７・８年度の内閣府における建設工事競争入札参加資格において、「管工

事」のＡ若しくはＢ等級に格付けされ、中国地域の競争参加資格を有している者
であること。 

(4) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 
(5) 警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれ

に準ずる者として、国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続してい
る者でないこと。 

(6) 別に示す「暴力団排除に関する誓約事項」を誓約できる者であること。 
(7) 秘密の内容を含む事項の場合は、当方が必要とする秘密の保全に関する事項に

ついて、当方の承認を得られている者であること。 
 
４ 契約条項を示す場所 

山口県山口市滝町１番１号 山口県警察本部警務部会計課 
 
５ 入札説明書及び仕様書の交付 

この公告の日から令和８年７月２２日（水）まで（山口県の休日に関する条例
（平成元年山口県条例第１６号）第１条第１項各号に規定する休日を除く。）の午前
９時から午後５時までの間、山口県警察本部警務部会計課において、随時交付する。 

なお、郵送または電子メールによる交付を希望する者は、上記期間中に山口県警
察本部警務部会計課（電話０８３－９３３－０１１０）に問い合わせること。 

 
６ 入札書の記載方法 

入札金額は総価を記入すること。 
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０パーセ



ントに相当する金額を加算した価格をもって落札価格とするので、入札者は、消費
税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の
１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

 
７ 入札書及び工事費内訳書の提出場所並びに提出期限 
(1) 場所 

山口県山口市滝町１番１号 山口県警察本部警務部会計課 
(2) 日時 

令和８年７月２２日（水）１７時００分まで 
 
８ 入札を執行する場所及び日時 
(1) 場所 

山口県山口市滝町１番１号 
山口県警察本部 ２階 入札室  

(2) 日時 
令和８年７月２３日（木）１４時００分 

（3） 特記事項 
郵便による入札書の提出を認めます。 

 
９ 入札保証金 

免除する。 
 
10 無効入札 

次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 
(1) 入札参加資格のない者がした入札 
(2) 電信による入札 
(3) 記名押印のない入札 
(4) (1)から(3)に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札 

 
11 落札者の決定 

予算決算及び会計令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲
内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者に
より当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、
又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく
不適当であると認められるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲
内の価格をもって有効な入札を行った他の者のうち、最低価格をもって入札を行っ
た者を落札者とする。 

 
12 契約書の作成の要否 

要する。 
 
13 その他 
(1)  契約保証金 

徴収する。 
(2) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 
(3) 詳細については、山口県警察本部警務部会計課（電話 083-933-0110）に問い合

わせること。 
 
 


